
（文学研究科・文化財総合研究センター教職員向け） 

公   示 
 
 
 京都大学吉田事業場における過半数代表者の選出に関する要項第５条
の推薦候補者が１名であり、同要項第６条第１項の規定に基づく過半数代
表者候補について、同要項第８条により過半数代表者決定のための信任投
票を下記により行います。 
 

記 
 
１．過半数代表者候補の氏名 伊勢田 哲治 
 
２．日  時  平成２３年１１月９日（水） 

午前１１時から午後２時まで 
 
３．場  所 

文学研究科事務室 
 
 
４．郵便等による投票（遠隔地施設勤務者、やむを得ない理由で投票日に投票できない者） 
  郵便等による投票手続は、所属部局の選挙管理補助者にお尋ね下さい。 

投票期間は、１１月１日（火）～１１月８日（火）の各日午前９時か
ら午後５時とします。この期間内に当該部局の選挙管理補助者に到着
したもの以外は無効とします。 

 
５．その他 
  ①信任投票において、不信任の得票数が選挙権者の半数に満たない場

合には、信任されたものとします。（要項第９条第１項） 
 

②投票においては、職員証、認証ＩＣカード、その他教職員本人で 
あることが確認できるものを携帯ください。 

 
 

平成２３年１０月３１日 
京都大学吉田事業場過半数代表者選出選挙管理委員会 
本件連絡先：総務部職員課 松村（内線：２２３５、２０９０） 

 


